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■ 身体に対する侵害を内容とするもの 

・ 殴る 蹴る 等 

 
■ 被罰者に肉体的苦痛を与えるようなもの 

・ 正座・直立等特定の姿勢を長時間にわたって 
保持させる。 等  

（例） 

○ 体育の授業中，危険な行為をした児童の背中を足で

踏みつける。 

○ 帰りの会で足をぶらぶらさせて座り，前の席の児童

に足を当てた児童を，突き飛ばして転倒させる。 

○ 授業態度について指導したが反抗的な言動をした複

数の生徒らの頬を平手打ちする。 

○ 立ち歩きの多い生徒を叱ったが聞かず，席につかな

いため，頬をつねって席につかせる。 

○ 生徒指導に応じず，下校しようとしている生徒の腕

をひいたところ生徒が腕を振り払ったため，当該生徒

の頭を平手で叩（たた）く。 

○ 給食の時間，ふざけていた生徒に対し，口頭で注意

したが聞かなかったため，持っていたボールペンを投

げつけ，生徒に当てる。 

○ 部活動顧問の指示に従わず，ユニフォームの片付け

が不十分であったため，当該生徒の頬を殴打する。 

  問題行動等 

  

安心して学べる環境 

の確保のために 
体  罰 

※ 肉体的苦痛を与えるものは体罰に当たる。 
 

■ 退学・停学・訓告以外で認められると考えられるもの 

（例） 

○ 放課後等に教室に残留させる。 

○ 授業中，教室内に起立させる。 

○ 学習課題や清掃活動を課す。 

○ 立ち歩きの多い児童生徒を叱って席につかせる。 

○ 練習に遅刻した生徒を試合に出さずに見学させる。 

 
■ 児童生徒から教員等に対する暴力行為に対して，教員等

が防衛のためにやむを得ず行った有形力の行使 

（例） 

○ 児童が教員の指導に反抗して教員の足を蹴ったた

め，児童の背後に回り，体をきつく押さえる。 
 

■ 他の児童生徒に被害を及ぼすような暴力行為に対して，

これを制止したり，目前の危険を回避するためにやむを得

ずした有形力の行使 

（例） 

○ 休み時間に廊下で，他の児童を押さえつけて殴って

懲  戒 

・ 教員等が児童生徒

に対して行った懲戒

行為が体罰に当たる

かどうかについては，

当該児童生徒の年齢，

健康，心身の発達状

況，当該行為が行われ

た場所及び時間的環

境，懲戒の態様等の諸

条件を総合的に考え，

個々の事案ごとに判

断する必要がありま

・ 懲戒行為をした教

員等や，懲戒行為を受

けた児童生徒・保護者

の主観のみにより判

断するのではなく，諸

条件を客観的に考慮

して判断すべきであ

り，特に児童生徒一人

一人の状況に配慮を

の解消のために 


